
◎関税定率法等の一部を改正する法律 
（平成三〇年三月三一日法律第八号）   

一、 提案理由（平成三〇年三月一六日・衆議院財務金融委員会） 

○麻生国務大臣 ただいま議題となりました関税定率法等の一部を改正する法律案につ

きまして、提案の理由及びその内容を御説明させていただきます。 

 政府は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改

正を行うほか、金の密輸入に対応するための罰則の引上げ等を図ることとし、本法律案

を提出した次第であります。 

 以下、この法律案の内容につきまして御説明をさせていただきます。 

 第一に、平成三十年三月末に適用期限が到来する暫定税率等について、その適用期限

の延長を行うことといたしております。 

 第二に、金の密輸入に対応するための罰則の引上げとして、許可を受けないで輸出入

する罪等に係る罰金額を引き上げることとしております。 

 このほか、個別品目の基本税率の見直し等、所要の規定の整備を行うこととしており

ます。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。 

二、 衆議院財務金融委員長報告（平成三〇年三月二二日） 

○小里泰弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改

正を行うほか、金の密輸入に対応するための罰則の引上げとして、許可を受けないで輸

出入する罪等に係る罰金額の引上げを行うものであります。 

 本案は、去る三月十五日当委員会に付託され、翌十六日麻生財務大臣から提案理由の

説明を聴取し、二十日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしま

したところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三〇年三月二〇日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 関税率の改正に当たっては、我が国の貿易をめぐる諸情勢を踏まえ、国民経済的な

視点から国内産業、特に農林水産業及び中小企業に及ぼす影響を十分に配慮しつつ、

調和のとれた対外経済関係の強化及び国民生活の安定・向上に寄与するよう努めるこ

と。 

一 最近におけるグローバル化の進展等に伴い、税関業務が増大し、複雑化する中で、

適正かつ迅速な税関業務の実現を図り、また、覚醒剤等の不正薬物、銃器、金地金等



の密輸を阻止し、水際において国民の安心・安全等を確保するため、高度な専門性を

要する職務に従事する税関職員の定員の確保、処遇改善、機構の充実及び職場環境の

整備等に特段の努力を払うこと。特に近年の国際的な情勢を踏まえ、水際におけるテ

ロ・治安維持対策の遂行に当たっては、税関における定員の確保及び取締検査機器等

を含む業務処理体制の整備に努めること。 

三、 参議院財政金融委員長報告（平成三〇年三月三〇日） 

○長谷川岳君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、関税定率法等の一部を改正する法律案は、暫定税率の適用期限の延長、個別品

目の基本税率の見直し等を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、いわゆるトランプ関税の我が国への影響、金の密輸入に係る

罰則引上げの目的と効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって

御承知願います。 

 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

 


